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鳥取県からの主な提案と国の対応状況
提案年 提案内容 国の対応 備考

R3 地籍調査事業計画の変更手続き
の廃止

実現

R3 脱炭素社会実現に係る各種計画の
統廃合

一部実現 法令上の計画規定の統廃合は見送られたが、他
の関連する計画の一部として組み込むことが可能
である旨が明確化された。

R3 農村地域産業等導入基本計画の
抜本的な見直し

一部実現 当該計画の廃止は困難とされたが、事務負担を軽
減するため記載事項の見直しが行われた。

R4 過疎地域持続的発展方針と過疎地域
持続的発展都道府県計画の一体化

実現

R4 地域公共交通利便増進実施計画に係
る軽微な変更に係る手続きの簡素化

実現

R4 建設工事従事者の安全及び健康の
確保に関する都道府県計画の廃止

一部実現 当該計画は努力義務のため廃止困難とされたが、計
画を策定しない場合でも都道府県の実情に応じた安全
確保施策が実施されていれば法律に則った対応がな
されているものとみなすこととされた。

R4 総合保養地域整備基本構想に係る
主務大臣協議の廃止

引き続き
検討

主務大臣への協議を廃止し届出とすることについ
て検討し、令和４年度中に結論を得る見込み。

R4 地震防災緊急事業五箇年計画につい
て他計画での代替を可能とすること

実現
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事例① 脱炭素社会実現に係る各種計画の統廃合

対策計画
鳥取県地球温暖化対策条例（H21年）

地方公共団体実行計画
地球温暖化対策の推進に関する法律（Ｈ10年）

地域気候変動適応計画
気候変動適応法（Ｈ30年）

令和新時代とっとり環境
イニシアティブプラン

環境分野
義務

努力

環境基本計画
環境基本法（Ｈ5年）
鳥取県環境の保全及び創造に関する基本条例
（H18年）

義務
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脱炭素社会実現に係る計画の一体的策定による効果
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